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平成２６年度 第８回 役員会議事要旨 

 

日 時  平成２６年７月２３日（水） ９時３０分～１０時４６分 

 

場 所  学長室 

 

出席者  学長，瀨口理事，中島理事，岩本理事，宮﨑理事，吉田理事 

欠席者  なし 

 

陪席者  佐々木監事，後藤学長室長 

 

【 審議事項 】 

 

 （ 一括審議事項 ） 

 

    学長から，平成２６年７月１６日の拡大役員懇談会で協議・報告し，ま

た，７月１８日開催の教育研究評議会で審議了承された３案件について，

一括審議する旨の説明があった。 

次いで，総務課長から一括審議事項の概要について次のとおり説明があ

った。 

   

（１） 芸術学部(仮称)の設置に係る教員人事の取扱いについて 

本学の教員選考は原則「公募」としているが，芸術学部（仮称）の人

事計画案について取扱いを審議するもの。具体的には，有田窯業大学校

からの教員３ポストは佐賀県との協議により選考することとし，１３ポ

ストについては学内から選考し，準備委員会において適正な業績審査を

行うこととするもの。 

 

（２） 国立大学法人佐賀大学研究費不正防止規則の一部改正について 

 文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラ

イン（実施基準）」の改正を踏まえ，佐賀大学研究費不正防止規則の改

正を行うもの。 

 

（３） 佐賀大学学生の懲戒に関する規程の一部改正（案）について 

 学生の懲戒に関する調査委員会を，学部長又は研究科長と学生委員会

委員との協議に基づき設置することにし，調査開始を早め，迅速に対処

できるように所要の改正を行うもの。 

 

審議の結果，３案件すべて了承された。 
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（４） 懲戒処分等に係る情報提供について 

学長から，本件について，懲戒処分等の情報提供に係る手順等につい

て定めるものである旨説明があり，次いで，人事課長から概要「懲戒処

分等に係る情報提供について（案）」の説明があった。 

また，学長より，学部長，センター長等の候補者の適否は，これによ

り読み取ることはできず，各部局の常識の判断とする，さらに，「国立大

学法人佐賀大学における給与改定の基本方針」を共通認識としてもち，

今後，齟齬があれば見直す旨の発言があり，審議の結果了承された。 

 

（５） 平成２６年度経費削減計画の策定について（案） 

  財務部長から，各部局からの平成２５年度経費削減計画の結果報告を

基に目標削減率の達成状況を検証し，その結果を踏まえて平成２６年度

の経費削減計画を策定すること，その計画に定めた目標削減率の達成に

向けた取り組みを実施し，特殊要因も踏まえた上で全部局を挙げて経費

の抑制を図ること，また，平成２６年度終了後に，今年度の目標削減率

の達成状況を検証し，平成２７年度の経費削減計画に反映させる旨の説

明があり，審議の結果，了承された。 

 なお，学長から，電気使用量等と金額の増減額について比率の説明が

求められた。 

 

（６） 平成２６年度評価反映特別経費の評価結果及び予算配分（案）について 

  岩本理事から，ＰＤＣＡサイクルに基づく成果に係る事業の評価を実

施した旨説明があった。さらに学長から，各評価書についてはコメント

を付して返却し，予算は事業を発展させるためのものであり，報告を求

める旨の発言があり，審議の結果，了承された。 

 

（７） 「佐賀大学における研究費の管理・監査の基本方針」の策定等について 

 財務部長より，本件は，文部科学省の「研究機関における公的研究費

の管理・監査のガイドライン」の改正を踏まえ，所要の改正を行うもの

であり，研究費不正防止計画推進委員会において取りまとめた基本方針

等である旨説明があった。さらに岩本理事から，一括審議事項であった

規則は従前からあり，基本方針を新しく定めること，不正防止計画は毎

年度策定すること，誓約書の徴収は雇用関係にあるものとし，業者に関

してはインターネットを主とするものは除外する旨補足説明があり，審

議の結果，了承された。 

 なお，学長から，告発を受け付ける全体的な窓口としてコンプライア

ンス室をつくり，学内外にみえる形を検討する旨の発言があった。 
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（８） 「外部研究資金のオーバーヘッドについて」の運用について 

  財務部長より，本件は，「競争的資金に関する関係府省連絡会」が策定

した「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」の改正を踏まえ，

本学の「外部研究資金のオーバーヘッドについて」の使途例に具体的な

費目の追加など，所要の改正を行うものである旨説明があり，審議の結

果，了承された。 

 

（９） その他 

 学長から，今年度の法令遵守の重点的な取り組みに関し，「教職員の出

勤状況」，「休講の状況」など基本的なルールの遵守状況の確認や，「研究

費不正防止」を推進するとともに，本学の規則等が法令に適合している

かなどについて改めて見直しを行うとの方針が示された。 

 

 

【報告事項】 

    特になし。 

 

 

【その他】 

    学長から，明日７月２４日，国立大学法人学長・大学共同利用機関法

人機構長会議が開催され，学校教育法の改正，改革推進について文部科

学大臣より訓示があるとの報告があり，経営協議会の外部委員１名増や

学長選考会議における選考過程を外部に公表するなど，今後規則の組み

替えが必要である，また，学位審査については，客観性が保たれる仕組

みを早急に検討し改善する必要がある旨の発言があった。 

 

 

以 上 


